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令和７年度宇宿貝塚史跡公園デジタルコンテンツ整備業務 仕様書 

 

１．業務名 

令和７年度宇宿貝塚史跡公園デジタルコンテンツ整備業務 

 

２．目的 

 奄美市では，宇宿貝塚史跡公園（以下「史跡公園」という）を文化財を活かした観光拠点施設として整備

するため，令和７年度から内閣府補助金「新しい地方経済・生活環境創生交付金（第２世代交付金）」を活

用し，「宇宿貝塚史跡公園観光拠点再整備事業」を実施している。当該事業では，史跡公園を周辺環境や施

設，資源と多様なステークホルダーと一体となった観光戦略として再整備を行うことで，観光消費額の増

加及び観光満足度，住民満足度の向上を図ることを目的とする。 

 その中で，史跡公園内の展示を充実させ，来園者の満足度を高めるかつ史跡宇宿貝塚への理解を深める

ため，デジタルコンテンツの整備を行う。また，デジタルコンテンツを通して，史跡宇宿貝塚を含めた文

化財の保存活用への興味関心を持つことを期待したい。 

 

３．履行期限 

契約締結の日から令和８年３月 31日（火）までとする。 

 

４．業務の監修 

 本業務の遂行にあたり，奄美市総務部プロジェクト推進課，奄美市教育委員会文化財課及び宇宿貝塚史

跡公園観光拠点再整備事業監修委員会（以下，「監修委員会」という）の共同による監修を受けるものとす

る。また，監修における指導・進行管理の他，別に設置する宇宿貝塚史跡公園観光拠点再整備事業検討委

員会（以下，「検討委員会」という）の意見を徴収し，本業務へ反映する。 

 

５．業務内容 

 業務は，以下の項目とする。 

 一連の業務提案にあたっては，『史跡宇宿貝塚保存活用計画書』（奄美市教育委員会 2023）の内容に則し

たものであること。なお，奄美市が著作権を持つ刊行物やホームページを利用することができる。 

 また，契約締結後は，委託者との協議により委託者が承諾した場合，業務遂行に必要な素材（市が保有

する写真や図面，その他資料）の提供を受けることができる。 

 

業務項目１ 史跡公園史跡保護覆屋施設（以下「覆屋施設」という）内における屋内プロジェクショ

ンの動画コンテンツ制作及び関連機器の整備 

①宇宿貝塚史跡公園を訪れた方が，覆屋施設内東側に設置する投影用壁面で視聴する以下の内容を含む

ダイナミックかつ魅力ある動画コンテンツを制作する。 
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・史跡宇宿貝塚（以下「史跡」という）及び関連遺跡等の縄文時代及び中世の特徴を踏まえた内容であ

ること。 

・動画コンテンツは，投影される内容が各分野の研究成果や学術調査結果に基づいたものであること。 

・史跡だけではなく，史跡周辺の文化財群や地域資源も含めても良い。 

・性別による固定化をしないこと。 

・覆屋施設内は，史跡の遺構を主とした露出展示であるため，史跡・遺構の価値を補完する内容であ

ること。 

・動画コンテンツは，展示の導入として位置づけており，その後の展示への理解がより深まる内容で

あること。 

・SDGs の推進を図る内容であること。 

・動画内容は，アニメーションやコンピューターグラフィックス，実写等のいずれの素材を使用して

も構わない。 

②コンテンツを利用する対象は，観光客，学習機会としての地元住民及び地元小中高生とする。 

③制作する動画の時間は，概ね５分前後とする。ただし，提案内容によっては，その限りではない。 

④動画制作にあたっては，史跡公園の構造及び運営を考慮し，無音を想定しているが，コンピュータグ

ラフィックスの他，撮影・収集した映像素材に基づき，必要に応じたナレーション，テロップ，BGM，効

果音の挿入等の編集を行うことも可能する。また，ナレーションやテロップ等を入れる場合は，多様な

来園者を想定し，多言語化も検討いただきたい。ただし，それに伴う音響設備は，事業費内で整備する

こと。 

⑤プロジェクションの投影は，覆屋施設東面を想定しており，令和７年度に実施する施設改修事業にお

いて投影用の壁を設置する。【資料１参照】 

⑥プロジェクションの投影範囲，プロジェクターの性能及び台数は提案によるものとする。最大投影範

囲は，高さ約 3.4ｍ～4.5ｍ×横約 28.0ｍとなる。【資料４参照】 

⑦覆屋施設東側の壁面に屋内プロジェクションの投影を予定しているが，壁面前は来園者が通る順路に

なっているため，来園者の見学に考慮したプロジェクターの投影方法及び設置箇所の選定に努めること。 

⑧プロジェクター等の動画コンテンツ投影に係る関連機器の設置も同業務内において実施すること。設

置については，地元事業者に依頼することも可能とする。 

⑨関連機器は，奄美市が今後の維持管理に伴う大規模な財政負担を伴わないもの，汎用性があるものを

提案いただくこと。 

⑩奄美市では，令和７年度宇宿貝塚史跡公園デジタルコンテンツ整備業務と並行して覆屋施設の改修工

事を行い，暗幕によって施設内を暗くするため，暗さの程度に応じた関連機器の照度に調整すること。

【資料５参照】 

⑪来園者がコンテンツを利用する際に，職員による補助がないものにすること。 

⑫企画提案時の内容を基に，奄美市と協議を行い，内容を決定する。また，コンテンツ完成までに奄美

市及び監修委員会，検討委員会による複数回の内容確認及び修正等の指示を受ける。 
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⑬関連機器は，採択後に奄美市と協議を行い，選定すること。ただし，関連機器の選定に伴う事業費の

増額は事業費上限額の範囲内において認める。 

⑭映像素材に係る資料・素材の収集においては，「６．著作権及び版権」に準拠するほか，出演者，協力

者，撮影地への交渉・許可を行う。 

⑮成果品データは，ハードディスク等の外付けの記録媒体で提出すること。 

⑯コンテンツ及びその関連機器の保守や維持管理に関する経費について，修繕を除き継続的に発生する

場合は提案の中で示すこと。 

 

業務項目２ 覆屋施設内における仮想現実（VR）のコンテンツ制作及び関連機器の整備 

①史跡の特徴や SDGs の観点を踏まえた魅力あるコンテンツを作成する。 

・史跡及び関連遺跡等の縄文時代及び中世の特徴を踏まえた内容であること。 

・コンテンツは，投影される内容が各分野の研究成果や学術調査結果に基づいたものであること。 

・史跡だけではなく，史跡周辺の文化財群や地域資源も含めても良い。 

・性別による固定化をしないこと 

・覆屋施設内は，史跡の遺構を主とした露出展示であるため，史跡・遺構の価値を補完する内容であ

ること。 

・コンテンツは，展示への理解がより深まる内容であること。 

・SDGs の推進を図る内容であること。 

②コンテンツ内容は，VR を活用しているのであれば，より発展的なコンテンツ提案も可能とする。 

③コンテンツを利用する対象は，地元住民や 13 歳以上の学生，観光客等とする。ただし，親等の同伴者

の同意を得た場合のみ，12 歳以下も利用できることとする。 

④来園者のコンテンツ利用時間（体験時間）は，概ね５分前後とする。ただし，提案内容によっては，そ

の限りではない。 

⑤コンテンツ制作にあたっては，コンピューターグラフィックスの他，撮影・収集した映像素材に基づ

き，必要に応じたナレーション，テロップ，BGM，効果音の挿入等の編集を行うことも可能とする。ただ

し，提案内容によっては，その限りではない。 

⑥業務項目１ 動画コンテンツで制作するコンピュータグラフィックスやその他素材を流用する等，コス

ト削減に努めること。 

⑦来園者がコンテンツを利用する際には，遺構展示内部への固定式の転落防止柵は取り付けられていな

いため，覆屋施設内における安全性を考慮すること。【資料６参照】 

⑧コンテンツ利用箇所は，覆屋施設西側の平坦面での利用を想定している。ただし，利用者の安全性が

考慮できるのであれば，利用想定範囲外でコンテンツ運営も可能とする。【資料７参照】 

⑨コンテンツの利用に伴う身体活動は，安全性が確保できる範囲内において自由に動かすことも可能と

する。 

⑩ＶＲゴーグル等のコンテンツ利用に係る関連機器の設置も同業務内において実施すること。 
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⑪ＶＲゴーグルを設置する場合は，３台程度（２台使用，１台予備）の関連機器を設置すること。ただ

し，提案内容によっては，その限りではない。 

⑫コンテンツ利用に関する運営の考え方の提案もすること。職員による補助が極力なく，補助を必要と

しないまたは来園者グループ内補助を想定しているが，内容によっては，その限りではない。 

⑬関連機器は，奄美市が今後の維持管理に伴う大規模な財政負担を伴わないもの，汎用性があるものに

すること。 

⑭企画提案時の内容を基に，奄美市と協議を行い，内容を決定する。また，コンテンツ完成までに奄美

市及び監修委員会，検討委員会による複数回の内容確認及び修正等の指示を受ける。 

⑮映像素材に係る資料・素材の収集においては，「６．著作権及び版権」に準拠するほか，出演者，協力

者，撮影地への交渉・許可を行う。 

⑯成果品データは，ハードディスク等の外付けの記録媒体で提出すること。 

⑰コンテンツ及びその関連機器の保守や維持管理に関する経費について，修繕を除き継続的に発生する

場合は提案の中で示すこと。 

 

業務項目３ 史跡公園史跡保護覆屋施設内における Wi-Fi の整備 

①覆屋施設内において来園者が，インターネットを利用するための Wi-Fi を整備すること。 

②デジタルコンテンツ利用に伴う Wi-Fi を整備すること。ただし，オフラインのコンテンツの場合は，

コンテンツ専用の Wi-Fi を整備しなくてもよい（来園者利用の Wi-Fi は要整備）。 

③Wi-Fi 整備に係る関連機器の設置は，同業務内において実施すること。 

④関連機器は，奄美大島内で安価に修繕できる汎用性があるものを使用すること。 

 

６．納品場所 

住 所：〒894-0501 鹿児島県奄美市笠利町大字宇宿字大籠 2301 宇宿貝塚史跡公園施設 

担当課：奄美市教育委員会文化財課 

 

７．著作権及び版権 

本業務の履行により制作した成果品の著作権は，委託者に帰属するものとする。ただし，本業務開

始前に受託者が所有する著作権及び第３者により提供されるコンテンツ，プログラム等に係る著作権

等についてはこの限りではない。 

本業務の成果品に第３者が権利を有する著作物が含まれる場合，該当著作物の使用に関する費用の

支払いを含む一切の手続きを受託者が行うものとし，納品後，追加使用料等を必要としないものとす

ること。 

なお，本成果品提出後に，委託者により修正し二次使用を行う場合がある。 
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８．一般事項 

①受託者の責任に起因して発生した損害については，受託者の責任で賠償する。 

②受託者は，本業務上必要な関係書類を常に整備し，委託者から提出を求められた際は速やかに提出

する。 

 

９．秘密の保持 

受託者は，業務上知り得た内容を他に漏らしてはならない。また，本業務で得られた資料及び成果

を委託者の許可なく，外部に貸与並びに使用させてはならない。契約期間が終了した後も同様とする。 

 

10．個人情報の保護 

本業務で個人情報を扱う場合は，個人情報の管理に最善の注意を払うものとする。また，個人情報

を改ざん，破損，滅失及び漏洩その他の事故から保護するため，必要な措置を講じるものとする。 

 

11.特記事項 

①作業過程において，疑義が生じた場合は，すみやかに委託者と協議し，その指示を受けなければな

らない。 

②契約後，本仕様書に定めのない事項や疑義が生じたときは，委託者と受託者の協議の上対応を決定

する。 

 

12.事務局・問い合わせ先 

奄美市教育委員会文化財課文化財係 

〒894-0036 鹿児島県奄美市名瀬長浜町 517 番地 

TEL：0997-54-1210 

FAX：0997-63-6206 

E-Mail：bunka@city.amami.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bunka@city.amami.lg.jp
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資料１ 

令和７年度宇宿貝塚史跡公園観光拠点再整備事業における整備（覆屋施設改修） 

※令和７年度宇宿貝塚史跡公園デジタルコンテンツ整備業務関連部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 自然光を遮断する暗幕設置（破線■は，新たに遮光用の壁と出入口に暗幕を設置する。【資料２】）      

■ 発掘体験コーナーの整備【資料３】 

■ 屋内プロジェクション投影用壁の設置【資料４】 

※柱の前に一面の壁ができるため，投影に支障なし。 

■ 転落防止柵の設置（非固定式）【資料５】 

■ 見学用通路整備に伴う真砂土舗装 

 ■ VR コンテンツ導入想定箇所（覆屋施設改修では整備をしない）【資料６】 
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資料２-１ 

 遮光用壁及び出入口暗幕を設置する箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２-２ 

 遮光用壁及び出入口暗幕を設置する箇所の図面（（株）酒井建築事務所作成） 
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資料３ 

 発掘体験コーナー図面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４－１ 

 屋内プロジェクション投影用壁設置箇所及び投影可能範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約 3.4ｍ 

約 3.6ｍ 
約 4.5ｍ 

約 28.0ｍ 
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資料４－２ 

 屋内プロジェクション投影用壁の断面図 

 

資料４－３ 

 屋内プロジェクション投影イメージ 
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資料５ 

 覆屋施設内の照明計画 

 

資料６ 

 非固定式転落防止柵イメージ（タキヤ株式会社 2023『TAKIYA MuSE』より参照） 
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資料７ 

 VR コンテンツ導入想定箇所（白パネルは撤去します。） 

 

 

 


